
 

【障害減免】新規申請のご案内 

 

軽自動車税の減免は、郵送での申請が可能です。 

必ず事前に電話（042-338-6832）にてご相談ください。 

 

１ 必要書類 

 □ 障害減免申請書 ※窓口にもご用意しています 

 □ 車検証 or 届出済証（軽二輪）or 標識交付証明書（原付）の写し 

 □ 運転する方の運転免許証の写し（住所変更がある場合は裏面も） 

※マイナ免許証のみ所有する方は、専用アプリをダウンロードの上、 

免許情報をご準備して課税課までご連絡ください。 

 □ 納税通知書 ※支払わないでください

 □ 障害者手帳のコピー（次のページ参照） 

※必要箇所 ①顔写真面 ②現住所のある箇所 ③障害名のある箇所 

④備考欄（記載があれば） 

※手帳により形式が異なる場合もあります。 

 

２ 確認事項 

 □ 他の車で障害減免は受けていない。 

（バイク、普通車を含め、障がい者一人につき１台のみ） 

 □ 申請書の納税義務者欄は、納税通知書に記載された方と一致。 

 

  

この用紙の提出は 

必要ありません 



（障害者手帳のコピーの必要箇所） 

顔写真の面（手帳番号、交付日、等級など）、住所、生年月日、障害名 

その他、備考欄にスタンプが付いている方は、併せてコピーすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 提出期限  令和８年６月１日（月）※郵送の場合は必着 

 

４ 申請後の流れ 

係内にて審査後、決定した方には決定通知書を送付します。また、秋ごろ

に来年度の継続減免の現況調査を行うため、回答にご協力ください。 

 

５ 申請・問合せ先 

多摩市役所 市民経済部 課税課 諸税係 

〒206-8666 東京都多摩市関戸 6-12-1  電話 042-338-6832（直通） 

スタンプがある方のみ提出 

カード所持者のうち、別冊を

持つ方で、スタンプがある方

は併せて提出 


